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１．総則 

 

(1)行動指針の目的 

大規模災害時において、交通事業者（バス事業者、鉄道事業者、タクシー事業者）や公共交通の運

行に係る関係機関（行政関係者、道路管理者、交通管理者）が相互に連携・協力し、迅速かつ臨機応

変に公共交通サービスを提供する仕組みを構築するとともに、各々の被害状況、復旧見通し、暫定ダ

イヤ等について総合的に情報共有し、市民の混乱を防ぎながら、移動手段を確保するために定期的な

情報発信を行う仕組みを構築する。 

もって、災害に強い公共交通システムを構築することを目的とする。 

 ※留意事項 

  ○上位計画の八戸市地域防災計画の東日本大震災を踏まえた見直しは来年度に予定する 

  ○東日本大震災クラスの大規模災害も対応できる行動指針とする 

  ○津波浸水エリアは青森県海岸津波対策検討会が平成24年10月にまとめた津波浸水予想図を基

本とする 

 

 

(2)行動指針を適用する災害・被害 

本行動指針は、以下のような災害もしくは被害が発生した場合にその適用を判断する。 

 

 ①災害の種類・規模 

 【地震】 

  ・震度6弱以上を観測 

・震度5弱、5強を観測し、大規模な被害が発生（発生するおそれ） 

・大津波警報、津波警報が発表 

・地震、津波により大規模な被害が発生 

【風水害等】 

・災害が広域にわたり発生（発生しつつある） 

・相当規模の災害が発生（発生しつつある） 

→ 台風、高潮、集中豪雨等異常降雨、豪雪による災害 

→ 海上、航空、鉄道、道路、危険物等の大規模な火事、大規模な林野火災による災害 

→ その他の異常な自然現象に伴う災害及び特殊な災害 

 

 ②被害の場面 

 【地震】 

  ・主要バス路線となっている幹線道路網や鉄道が寸断（橋梁破損、土砂崩れ、建物倒壊、支障物

流入） 

・地震、津波により市街地の一部が消失するなど面的な被害が発生 

・大量の避難者または帰宅困難者が発生 

・被災により運行資源（車両、乗務員、燃料等）に不足が生じた場合  など 
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【風水害等】 

・主要バス路線となっている幹線道路網寸断（橋梁破損、土砂崩れ、建物倒壊、支障物流入） 

・河川氾濫により市街地の一部が面的に浸水 

・石油コンビナートの屋外タンク爆発等により道路や鉄道が通行不能 

・局所的な集中豪雨による冠水や落雷による停電等  など 

【その他】 

・情報通信ネットワークが寸断 

・住民や観光客からの情報提供の問合せが殺到 

・事業者や行政が単独では対応が困難  など 

 

 

(3)行動指針を適用する時期 

本行動指針の適用時期は、発災前の「平常時（事前の備え）」から発災直後の「緊急対応期」、発災

からある程度時間が経過した「応急期」及び「復旧期」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)行動指針を適用する地域 

本行動指針を適用する地域は、八戸市内を基本とする。ただし、広域的な運行情報について、対応

が可能な範囲で収集・発信に努める。 

 

 

(5)行動指針を適用する主体 

本行動指針を適用する主体は、八戸市内の公共交通の運行に係る交通事業者、行政関係者、道路管

理者、交通管理者、運行情報発信拠点とする。 

 

 ①交通事業者 

   ・八戸市営バス、南部バス株式会社、十和田観光電鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、青い

森鉄道株式会社、八戸市タクシー協会の加盟企業 

 

 ②行政関係者 

  ・八戸市 都市政策課 

緊急対応期

当日 ３日間 １週間

応急期

概ね
１ヶ月間

復旧期

概ね
１ヶ月間以降

避難・ 救援・ 安否確認 避難所生活
仮設住宅

生活

危機管理リスク 管理 復旧支援

発災前
（ 平常時）

日常

発災

行動指針を適用する時期
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 ③道路管理者 

   ・国道管理者（国土交通省八戸国道出張所）、県道管理者（青森県三八地域県民局地域整備部道

路施設課）、市道管理者（八戸市道路維持課） 

 

 ④交通管理者 

  ・八戸警察署 

 

 ⑤運行情報発信拠点 

   ・八戸市役所（1階市民ホール等を想定）、中心市街地（はっち、モビセン等を想定）、八戸駅（総

合観光プラザ、乗継案内、市民SC等を想定） 

 

 

(6)行動指針を適用する主体の役割 

適用対象主体 
地域防災計画上の 

役 割 

行動指針における 

重点的な役割 
具体的な行動内容 

バ
ス
事
業
者 

八戸 

市営バス 

・バス緊急輸送の

確保 

 

・バス運行路線の

確保 

 

・バス運行状況の

情報の収集・伝

達 

 

・緊急輸送車両の

整備 

 

・輸送に要する資

機材及び燃料の

確保 

・需要に応じた緊急的及び

臨時的な市内の無償輸

送 

・市内の必要区間の輸送確

保 

・通行止め区間や鉄道の代替路線の

運行 

・緊急的及び臨時的な無償運行 

・バス運行情報の情報収集・発信・

共有 

・車両や人員の融通 

・関係機関との協議 

南部バス 

（株） 

・需要に応じた緊急的及び

臨時的な市内及び市外

の無償輸送の補助 

・需要に応じた緊急的及び

臨時的な市内及び市外

の有償輸送 

・緊急的及び臨時的な無償運行 

・仮設住宅への移行に伴う有償運行 

・バス運行情報の情報収集・発信・

共有 

・車両や人員の融通 

・関係機関との協議 

十和田観光 

電鉄（株） 

・市内及び市外との広域的

な輸送 

・遠隔地への移動のためのターミナ

ルとの接続運行 

・バス運行情報の情報収集・発信・

共有 

・車両や人員の融通 

・関係機関との協議 

鉄
道
事
業
者 

東日本旅客

鉄道（株） 

・応急資材の確保 

・災害警備体制の

確保 

・列車運転の安全

と輸送の確保 

・列車運転状況の

情報の収集・伝

達 

・市内の必要区間の輸送確

保 

・市内と県外の広域的な輸

送確保 

・鉄軌道、駅舎等被災時の代替バス 

の運行依頼 

・鉄道運行情報の情報収集・発信・

共有 

・関係機関との協議 

青い森 

鉄道（株） 

・市内と市外の広域的な輸

送確保 

・鉄軌道、駅舎等被災時の代替バス 

の運行依頼 

・鉄道運行情報の情報収集・発信・

共有 

・都市政策課への報告 

・関係機関との協議 
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適用対象主体 
地域防災計画上の 

役 割 

行動指針における 

重点的な役割 
具体的な行動内容 

タクシー 

事業者 

・災害時における輸送等の

協力 

・需要に応じた緊急的及

び臨時的な市内の無

償及び有償輸送の補

助 

・緊急的及び臨時的な無償運行 

・仮設住宅への移行に伴う有償運行 

・関係機関との協議 

道路管理者 

・道路の維持、管理及び交

通確保 

・道路の被害状況の情報の

収集・伝達 

・市内の必要区間の輸送

確保 

・道路状況の情報収集・発信・共有 

・関係機関との協議 

交通管理者 ・災害時の交通規制 ・交通規制の実施 
・都市政策課への報告 

・関係機関との協議 

行政関係者 

・災害に関する予報・警報

等情報の収集・伝達及び

被害状況の調査、報告 

・災害対策に関する他の市

町村等との相互応援協

力に関すること 

・旅客輸送関係の被害調査 

・バスや鉄道の運行状況の

広報 

・関係機関との協議・調   

 整 

 

・関係機関の連携対応の 

判断・主導 

 

・関係機関の招集 

・関係機関からの情報の一元化 

・一元化情報を関係機関へ発信 

・利用者への情報提供 

・外部機関との燃料、車両、人員等

に関する協議 

・市有地や施設等の提供協力 

※緊急的な運行とは：発災後3日～1週間程度経過しており、以内で仮の避難所で混乱が続いている状態の

中で、被害者の避難所への輸送等を確保するための運行 

※臨時的な運行とは：発災後 1週間～1 ヶ月程度経過しており、避難所生活が比較的安定している状態の中

で、通院、入浴などの最低限の交通等を確保するための運行 

 

 

(7)行動指針を適用する側面 

本行動指針の適用分野は、災害により市民の移動が確保できないような状況が発生した場合に、関

係機関等が迅速かつ臨機応変に公共交通サービスを運行実施する「運行面」と、災害に起因する公共

交通に関する情報を的確かつ迅速に把握、発信する「情報面」とし、これらの運行と情報の連携を管

理するための行動指針とする。 

 

 

(8)行動指針を適用する判断と運用の体制 

八戸市地域防災計画に基づき災害対策本部が設置された場合は、必ず、本行動指針を適用する。 

また、災害対策本部が設置されない場合であっても、被害の状況や規模から関係機関が連携するこ

とが必要と八戸市都市政策課が判断した場合も同様に、本行動指針を適用する。 

本行動指針を適用することは、八戸市都市政策課から関係機関に通知する。 

なお、本行動指針の適用の判断にあたっては、八戸市都市政策課は、関係機関の被害状況や関係機

関からの要請を踏まえて、適切に判断する。 

さらに、情報については、八戸市都市政策課が一元的に管理することを基本とする。 
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 ＜災害対策本部が設置された場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜災害対策本部が設置されない場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・行動指針の適用の通知 

・一元化して整理した情報の発信 

各関係機関が連携により対応 

八戸市 都市政策課 

・行動指針を適用する判断 

・情報の一元管理 

バス 

事業者 

タクシー 

事業者 

鉄道 

事業者 

道路 

管理者 

交通 

管理者 

八戸市災害対策本部 

報告 

・行動指針の適用の要請 

・収集情報の報告 

非常態勢等の連絡 

市交通部 

南部バス（株） 

十和田観光電鉄（株） 

 

・行動指針の適用の通知 

・一元化して整理した情報の発信 

各関係機関が連携により対応 

八戸市 都市政策課 

・行動指針を適用する判断 

・情報の一元管理 

バス 

事業者 

タクシー 

事業者 

鉄道 

事業者 

道路 

管理者 

交通 

管理者 

・行動指針の適用の要請 

・収集情報の報告 

市交通部 

南部バス（株） 

十和田観光電鉄（株） 
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２．方針 

 

(1)行動指針の基本方針 

・本行動指針の基本方針は以下のとおりとする。 

① 関係機関は発災後の運行実施や情報収集・発信に対応するため、事前の備えに努める。 

② 関係機関は本行動指針を適用する災害が発生した段階から情報共有に努める。 

③ 関係機関は事業継続計画（ＢＣＰ）等に基づき、単独での運行の維持確保に努める。 

④ （鉄道及び路線バスの輸送需要が大きい路線で）単独での運行が不可能となった場合、原則と

して都市政策課と交通事業者で運行の連携を協議する。ただし、緊急の対応が必要な場合はこ

れによらず、交通事業者間で協議・連携して迅速な対応を行う。 

⑤ その他、運行が困難となる共通の課題が発生した場合、関係機関で協議を行う。 

⑥ 利用者に有用な運行情報については、積極的に情報発信を行う。 

⑦ 都市政策課が全体の情報管理を行い、関係機関は情報集約に努める。 

⑧ 災害はいつ、どこで、どのような形で発生するか知れず、本行動指針が全ての状況にあてはま

るものではない。このため、災害時には、各関係機関の状況の変化に応じて、適切な判断のも

と行動する。 

 

 

(2)時期別の基本方針 

・本行動指針の平常時、緊急対応期・応急期、復旧期における基本方針は以下のとおりとする。 

 

 ①平常時の基本方針 

●情報伝達・収集・発信体制の確立の方針 

・関係機関は災害時にも確実に情報伝達できるよう通信連絡手段の確保に努める。（災害時優先電

話、無線設備の確保など） 

・都市政策課は情報連携の実効性を高めるため、関係機関との連絡体制を確立するとともに、訓練

等の実施に努める。（連絡名簿の作成、情報伝達訓練等の実施、安全・安心情報メール配信サー

ビスの活用、情報伝達及び情報発信する頻度とタイミングの設定など） 

・情報発信拠点（モビセンなど）の整備に努める。 

●運行体制の確保の方針 

○安全確保の方針 

・交通事業者は乗客及び乗務員の安全を確保するための対応マニュアルの作成に努める。（運行の

継続・停止などの判断や乗客の避難誘導等のマニュアルなど） 

・災害時において迅速に対応するため、訓練等の実施に努める。 

○運行サービス提供の方針 

・交通事業者等は、災害発生時を想定し、最低限維持確保すべき運行サービスの水準やその確保策

について定めることに努める。（移動需要や帰宅困難者への対応、代替手段の確保など） 

○交通資源の確保の方針 

・交通事業者等は、運行を継続するための交通資源（施設、車両、燃料、乗務員等）の確保策を事

前に定めることに努める。（燃料タンク、燃料供給協定など） 

●関係機関の連携体制の確立の方針 
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・都市政策課は連携の実効性を高めるため、平常時から関係機関との連携を図っておくものとする。

（担当者名簿の作成、担当者会議の開催、情報伝達訓練の実施など） 

・関係機関で連携して対応する際の役割分担の明確化に努める。 

 

 ②緊急対応期・応急期の基本方針 

●情報伝達・収集・発信体制の確立の方針 

・災害等が発生した場合、関係機関は連携・協力し道路施設や公共交通関連施設の被害状況を共有

するものとする。（関係機関は都市政策課に情報提供→都市政策課は一元化情報を関係機関に提

供、通信手段が途絶した場合は都市政策課等が訪問し収集） 

・交通事業者が臨時的運行を行った場合は、利用者への伝達に努める。 

・臨時的運行が複数事業者で行われ、利用者に一元化して提供する必要があると判断する場合は、

積極的に情報提供するものとする。（情報発信拠点やツールの活用） 

●運行体制の確保の方針 

○安全確保の方針 

・乗務員は事前に定めた方法により、乗客及び乗務員の安全の確保に努める。 

・交通事業者は運行経路の状況把握を行い、臨機応変に乗客及び乗務員の安全の確保に対応する。

（運行経路の安全確認、運転停止・継続の判断、乗客の誘導など） 

○運行サービス提供の方針 

・交通事業者等は、状況に応じた移動需要に対応した運行サービスの維持確保に努める。（幹線路

線の運行維持、帰宅困難者への対応、新たな移動需要への対応など） 

・移動需要を単独で処理できない場合は、他事業者との連携や他機関からの応援について協議を要

請するものとする。 

○交通資源の確保の方針 

・運行事業者等は、運行資源（施設、車両、燃料、乗務員）を確保できない場合は、他事業者との

連携や他機関からの応援について協議を要請するものとする。 

●関係機関の連携体制の確立の方針 

・関係機関は、運行が困難となる状況が生じた場合には、公共交通の維持・確保のため、相互に連

携・協力するものとする。 

 

 ③復旧期の基本方針 

●情報伝達・収集・発信体制の確立の方針 

・交通事業者及び都市政策課は、臨時的運行情報の利用者等への提供に努める。（避難所等への提

供など） 

●運行体制の確保の方針 

○運行サービス提供の方針 

・交通事業者及び都市政策課は、復旧に伴い、新たな移動需要への対応について連携・協力して対

応するものとする。（路線の新設・変更、関係者協議など） 

○交通資源の確保の方針 

・新たな移動需要への対応に伴う交通資源（施設、車両、燃料、乗務員等）の確保については、交

通事業者及び市は連携・協力して対応するものとする。 

●関係機関の連携体制の確立の方針 

・新たな移動需要への対応策について、関係機関は連携・協力し対応するものとする。 
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３．連携・連絡行動指針 

 

(1)行動指針の構成 

① 災害発生により想定される「場面」を運行と情報の視点から定める。 

② 災害発生直後の初動体制のポイントを定める。 

③ 場面ごとに運行や情報の対応の標準的な流れをフローで定める。 

④ 場面ごとに関係機関が対応すべきことを連携対応表として定める。 

 

 ①災害発生により想定される「場面」 

  ・災害発生により、公共交通にもたらされる場面を以下の運行と情報の視点から想定 

   ○運行 

安全確保、サービス提供（インフラ被害対応、需要への対応）、交通資源の確保（施設、車

両、燃料、人） 

   ○情報 

    交通に関する情報収集及び発信（伝達、収集、発信） 

 

 ②災害発生直後の連携のための初動体制確立のポイント 

・災害発生直後から連携対応に向けた初動体制を確立するまでのフローを示す。 

 

 ③公共交通の運行や情報の対応フロー 

・事前に備えておくべきことを明記。 

・前項の場面ごと判断、対応、関係者等を示したフローを定める。 

  ・フローは災害発生から対応終了まで段階（ステップ）ごとに示す。 

・また被災状況の有無などさまざまなケースを想定したフローを示す。 

 

 ④関係機関の連携対応表 

  ・関係機関の連携が必要となる対応場面を定める。 

  ・連携対応の前提条件や注意事項を明記。 

   ・各関係機関の役割をそれぞれ明記。 

   ・各関係機関が連携対応した事例を示す。 

 

 ⑤行動指針の使用にあたって 

   ・本行動指針は、東日本大震災クラスの大規模災害にも対応できるように交通事業者や行政関係

者の対応を示したものである。 

   ・ただし、本行動指針は、対応の基本的な流れと関係機関の役割を示したものであり、災害はい

つどこでどのような形で発生するか知れず、各個別項目につき関係機関に全て充分にあてはま

るものではない。このため、実災害時には関係機関の状況の変化に応じて、適切な判断のもと

に行動するものである。 
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(2)災害発生により想定される場面 

災害発生により公共交通にもたらされる場面を時系列別、項目別に以下のとおり整理した。 

 

 緊急対応期 応急期 復旧期 
掲載 

ページ 
当日 3 日間 1 週間 概ね 1ヶ月間 概ね 1ヶ月以降 

避難・救援・安否確認 避難所生活 仮設住宅生活 

運 
 

行 

安全確保 

     P11 

 

 

P12 

サービ 

ス提供 

イ
ン
フ
ラ 

被
害
対
応 

     P13 

 

P17 

需
要
へ
の
対
応 

     P20 

P24 

P28 

 

 

P33 

交通資 

源の確 

保 

施
設 

     
P36 

車
両 

     
P39 

燃
料 

     
P42 

人 

     P45 

 

 

P48 

情 
 

報 

交通に 

関する 

情報収 

集及び 

発信 

伝
達 

     

P50 収
集 

     

発
信 

     

 

運行中に乗 
客と乗務員 
が被災 

事務所内の 
職員が被災 

道路が被災して定期路線バスを 
運行できない 

鉄軌道、駅舎、電力供給施設等が被災したため、代替バス運行の 
必要性が発生 

被災者の避難所までの移動などの 
緊急的な輸送の需要が発生 

通院や入浴な
どの最低限交
通確保のため
の臨時的な輸
送の需要が発
生 

仮設住宅への
移行に伴い、
通勤通学、買
物などに関わ
る公共交通需
要が変化 

遠隔地への移動のため、高速バスや新幹線との 
接続の需要が発生 

社屋等が 
被災 

バス車両が被災して、路線バスを 
運行できない 

燃料不足により、路線バスを運行 
できない 

乗務員が被災またはマイカー通勤者の燃料不足に 
より通勤できず、乗務員が不足 

職員が災害対応しており、運行にあたる職員が 
不足 

道路の啓開や仮復旧が終了 

他地域から寄付等により 
車両を入手 

燃料が安定的
に供給 

被災した乗務員
の回復や燃料が
安定的に供給 

業務体制の回復 

停電や基地局の被災により、平常時 
の通勤・連絡手段が使用できず、 
情報を伝達できない 

各関係機関で情報収集しなければいけないので、 
その労力がかかる上、情報も不足 

日々変化する公共交通の運行情報を地域住民等に 
情報発信しきれない 

停電等が復旧し、平常時の通信・
連絡手段が使用できる 
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(3)災害発生直後の連携のための初動体制確立のポイント 

災害発生直後は混乱が続いている状況であり、一刻も早い防災体制の確立が望まれる。 

そのため、公共交通の運行や情報について、八戸市や他の関係機関と連携して対応するための初動

体制を以下のとおり確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生 

連携担当者の確保 

○行動指針を適用する災害が発生した 

 場合、八戸市との連携を担当する職

員を確保する。 

初動体制の確立 

○発生した災害及び被害状況の情報収  

 集、他の関係機関との連絡が可能と

なる体制を確保する。 

安全確保 サービス提供 交通資源の確保 
交通に関する 

情報収集及び発信 

初動対応の開始 

○所属長の指示に従い、公共交通の 

運行や情報の対応に従事する。 
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(4)公共交通の運行や情報の対応フロー及び連携対応表 

 ①【安全確保】運行中に乗客と乗務員が被災 

●事前に備えておくこと 

 ・発災時の対応マニュアルの作成（乗務員用） 

 ・発災時の対応訓練の実施 

 ・停電時の通信手段確保（無線、ラジオ等） 

 

●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

●

  ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 

災害発生 

乗務員 災害情報収集 

乗務員 

ラジオ、 
携帯ワンセグ、 
無線等 

周辺の状況及び 

乗客や車両の状況確認 
乗務員 

STEP１【交通事業者単独】 

○情報収集 

・乗客の安否情報 

・車両の被災状況 

・道路の通行環境 等 

車両の停車及び 

安全な場所に移動 

あり なし 

指定されている車両避難場所

もしくは高い場所など安全な場

所に避難 

可 不可 

車両もしくは徒歩で 

乗客を誘導して避難 

徒歩で乗客を誘導して

避難 

乗務員 

乗務員 乗務員 

乗務員 

車両や道路状況から

バスによる移動は 

可能か 

 

STEP２【交通事業者単独】 

○避難 

・乗客、乗務員の避難 等 

乗客の氏名や 

負傷者等の確認 

乗務員→ 

運行管理者 
可 不可 

現在地、周辺の状況、

乗客の状況等を報告 
帰社、継続運行等 

を独自に判断 

帰社、継続運行等 

を指示 

運行管理者 

→乗務員 

乗務員 

直接現場に行き帰

社、継続運行を指示 

運行管理者 

運行管理者 

との連絡可能か 携帯電話、 
公衆電話、 
無線等 

運行再開 

情報共有 

信号機の 

停止有無 

有 無 

通常の速度等で運行 
安全に注意しながら運行 

（特に交差点では安全確認） 

 

 
 

交通事業者 

乗務員 

乗務員 乗務員 

交通事業者⇔

都市政策課 

STEP３【交通事業者単独】 

○運行再開 

・帰社、運行継続 等 

乗客、職員、車両等の 

被災状況を整理 

津波浸水、火災延

焼、洪水浸水拡大の

可能性 
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②【安全確保】事務所内の職員が被災（営業時間内） 

●事前に備えておくこと 

 ・発災時の対応マニュアルの作成（事務所職員用） 

 ・発災時の対応訓練の実施 

 ・停電時の通信手段確保（無線、ラジオ等） 

 ・事務所の耐震性の向上 

 ・運行システムのリスク管理 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ● ● ● ● ●

 

災害発生 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

あり なし 

指定されている避難場所 

もしくは高い場所など安全

な場所に徒歩で避難 

職員 

職員の安否及び 

負傷者等の確認 
職員 

 

STEP２【関係機関単独】 

○避難 

・職員の避難 等 

情報共有 

 

関係機関⇔ 

都市政策課 

STEP３【関係機関単独】 

○情報伝達 

・安否情報を報告 等 

 

安全な場所に移動 

職員 災害情報収集 

職員 

テレビ、ラジオ、
携帯ワンセグ等 

職員の状況確認 職員 

STEP１【関係機関単独】 

○情報収集 

・職員の安否情報 

・車両の被災状況 等 

津波浸水、火災延

焼、洪水浸水拡大の

可能性 

 

安否情報等を会社・事

務所の責任者に報告 

職員→ 

会社・事務所 

の責任者 

職員の被災状況等を

整理 

会社・事務所 

の責任者 
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③【サービス提供：インフラ】道路が被災して定期路線バスを運行できない 

●事前に備えておくこと 

 ・関係機関で連携して対応する際の役割分担の明確化 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

バス路線が運行できなくなり、単独での運行継続・再開が困難となった場合 P14 

バス事業者間の連携だけでは対応できず、行政の調整が必要となった場合 P15 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ● ● ●

  ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

情報共有 
都市政策課 

→全関係者 

交通事業者が単独で 

運行対応 

有 無 定期バス路線

の被災有無 

交通が確保されている路線等 

から運行路線を検討 

バスが通行可能か 

現地を再確認 
バス事業者 

バスが通行可能か 

現地確認 
バス事業者 

運転再開 

有 無 

関係機関と協議 

都市政策課 

バス事業者 

道路管理者 

交通管理者 

バス事業者 

臨時バス運行開始 バス事業者 

 

バス事業者 

情報共有 
都市政策課 

→全関係者 

STEP２【バス事業者、道路管理者、都市政策課連携】 

○運行連携 

・定期路線外のバス運行 

情報発信 
関係者 

→利用者 

災害発生 
 ：手段 

応急復旧、啓開、 

本復旧等の実施 

インフラの被災状況、 

復旧見通しの情報を整理 

道路管理者 

道路管理者 

無 

有 

道路の被災状況 

の把握 
道路管理者 専用回線 

現地確認等 

道路の 

被災有無 

被害状況及び 

復旧見通しを報告 
道路管理者 

→都市政策課 

 

STEP１【道路管理者単独】 

○情報収集 

・道路の被災状況 等 

 ：対連携応 

運行の連携の 

必要性は 

都市政策課 

バス事業者 

道路管理者 

交通管理者 

連携について 

協議・依頼 

バス事業者 

都市政策課 

都市政策課 

バス事業者 
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【連携対応場面：バス路線が運行できなくなり、単独での運行継続・再開が困難となった場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者3社で協議し、バス事業者全体で既存路線網をある程度カバーできるようにする 

●注意事項や前提条件など 

 ・連携が必要となるのは、定期バス路線上の通行止め道路の復旧が1ヶ月程度あるいは1ヶ月以

上かかる 

 ●連携対応のイメージ 

 ・通行止めにより運行できない路線の周辺に他のバス事業者の路線が運行しており、乗客をカバー

してもらう 

 

 

バス事業者の対応 

①定期バス路線の運行状況を各バス事業者に連絡する。 

○連絡事項 

・運休しているバス路線 

・ルートを変更しているバス路線 

・ダイヤを変更しているバス路線 

 

②バス事業者間による協議 

○協議事項 

 ・運休路線等への対応方法 

→各バス事業者の既存路線でカバー 

→各バス事業者の既存路線のルート変更 など 

 

③運休路線等への対応方法の決定 

 

④運休路線等に対応したバスの運行を開始 

 

⑤定期バス路線上の通行止めが復旧 

 

⑥定期路線バスの再開 
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【連携対応場面：バス事業者間の連携だけでは対応できず、行政の調整が必要となった場合】 

●連携対応のポイント 

 ・路線確保に関する要望や道路復旧のタイミングなどの情報を共有する 

・バス事業者、都市政策課、道路管理者、交通管理者で協議し、代替運行路線及び運行条件を決定 

する 

●注意事項や前提条件など 

 ・連携が必要となるのは、定期バス路線上の通行止め道路の復旧が1ヶ月程度あるいは1ヶ月以

上かかる 

 ・住民からのニーズや道路管理者からの意見などが出てきて、関係者間の調整が必要となる 

 ●連携のイメージ 

 ・住民からのニーズや道路管理課からの意見など外部からの要望があったときに、都市政策課が調

整役となり、バス事業者、道路管理者、交通管理者で協議して代替運行路線を検討する 

 

バス事業者の役割 都市政策課の役割 道路管理者の役割 交通管理者の役割 

・通行止め区間の代替路線

の運行 

・関係機関との協議 

・関係機関の招集 

・関係者間の協議の調整 

・代替バス等の運行依頼 

・道路状況の情報共有 

・関係機関との協議 

・代替運行路線のバス停設

置箇所の確認 

・関係機関との協議 

 

バス事業者の対応 都市政策課の対応 道路管理者の対応 交通管理者の対応 

①定期バス路線の運行状況

を都市政策課に連絡する。

また、道路の被災状況等を

行政関係者に確認する。 

○連絡事項 

・運休しているバス路線 

・ルートを変更しているバス

路線 

・ダイヤを変更しているバス

路線 

・外部（住民等）からの意見 

○確認事項 

・通行止め道路 

・通行止め道路の復旧状況 

（通行可能までの日数等） 

・現時点で通行可能な道路 

・外部（住民等）からの意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②バス事業者、道路管理者、

交通管理者を招集して協

議 

○協議事項 

・代替運行路線とダイヤ 

・運行を依頼するバス事業

者 

・代替運行路線の道路状況 

・優先的に復旧が必要な路

線 
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③関係者による協議に参加 

 

 

 

 

⑤現地調査等を踏まえて、バ

スの運行を開始 

 

 

 

 

 

 

④代替運行路線を決定し、バ

ス事業者に依頼 

 

 

 

 

 

⑦道路の復旧及び代替運行

の終了連絡 

 

③関係者による協議に参加 

 

 

 

 

 

 

⑥定期バス路線上の通行止

め道路が復旧 

 

 

③関係者による協議に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・定期路線バスの運行を再開させるため、優先的に復旧が必要な路線を明らかにして対応する 
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④【サービス提供：インフラ】鉄軌道、駅舎等が被災したため、代替バス運行の必要性が発生 

●事前に備えておくこと 

 ・関係機関で連携して対応する際の役割分担の明確化 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

代替バスのニーズはあるが、鉄道事業者だけでは対応できない場合 P18 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ● ● ● ●

 

情報共有 
都市政策課 
→全関係者 

 

鉄道事業者がバス事業

者等を手配し運行対応 

交通が確保されている路線

から運行路線を検討 

都市政策課 
交通事業者 

道路管理者 

交通管理者 

現地確認 バス事業者 

 

有 

 
無 

 

関係機関と協議 

都市政策課 
交通事業者 

道路管理者 

交通管理者 

 

代替バスの運行開始 バス事業者 

 

鉄道事業者 

 

情報共有 
都市政策課 
→全関係者 

有 無 

既存のバス路線等による 

輸送 

バス事業者 

 

STEP２【バス事業者、道路管理者、都市政策課連携】 
 

○運行連携 

・代替輸送バス運行 

 

情報発信 
関係者 
→利用者 

無 

災害発生 

応急復旧、 

本復旧等の実施 

 

鉄軌道、駅舎等の被災状況、 

復旧見通しの情報を整理 

鉄道事業者 

 

鉄道事業者 

 

有 

鉄軌道、駅舎等の 

被災状況の把握 

 

鉄道事業者 専用回線 
現地確認等 

 

鉄軌道、駅舎の 

被災有無 

 

被害状況及び 

復旧見通しを報告 

鉄道事業者 

→都市政策課 

 

STEP１【鉄道事業者単独】 
 

○情報収集 

・鉄軌道、駅舎等の被災状況 等 

 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

連携について 

協議・依頼 
鉄道事業者 

都市政策課 

運行の連携の 

必要性は 

都市政策課 

臨時の移動手段

の必要性は 

都市政策課 
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【連携対応場面：代替バスのニーズはあるが、鉄道事業者だけでは対応できない場合】 

●連携対応のポイント 

 ・鉄道事業者、都市政策課、バス事業者、道路管理者、交通管理者で協議し、代替バスの運行路線

及び運行条件を決定する 

●注意事項や前提条件など 

 ・鉄道の復旧が長期にわたる場合、原則は鉄道事業者が輸送引き受けの関係で主導となり、代替バ

スを運行する 

 ●連携のイメージ 

 ・代替バスを鉄道事業者では確保できないときに、都市政策課が調整役となり、鉄道事業者、バス

事業者、道路管理者、交通管理者で協議して代替運行路線を検討する 

 

 

鉄道事業者の役割 都市政策課の役割 バス事業者の役割 
道路管理者 

交通管理者 

・関係機関との協議 ・関係機関の招集 

・関係者間の協議の調整 

・代替バス等の運行依頼 

・関係機関との協議 

・鉄道の代替路線の運行 

・関係機関との協議 

 

 

鉄道事業者の対応 都市政策課の対応 バス事業者の対応 
道路管理者 

交通管理者 

①鉄軌道、駅舎の被災状況

等を都市政策課に連絡し、

代替バスの運行の調整を

依頼する。 

○連絡事項 

・鉄軌道、駅舎の被災状況 

・代替バス運行の必要日数 

 

 

 

 

 

 

 

④代替バスの運行を依頼 

 

 

 

 

 

 

⑦代替バスの運行を確認 

 

 

 

 

 

 

 

②バス事業者を招集して協議 

○協議事項 

・代替バスの運行ルート 

・代替バスの運行ダイヤ 

 ・代替バスを運行するバス

事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦代替バスの運行を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③関係者による協議に参加 

 

⑤代替バスの運行条件等を

確認・了承 

 

⑥代替バスの運行準備 

 ・現地点検 

 ・車両、乗務員の確保 

 

⑧代替バスの運行開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③関係者による協議に参加 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・鉄道事業者がバス事業者に依頼をして、既存路線バスのルート変更及び臨時バスの運行による代

替輸送を行った 
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⑤【サービス提供：需要への対応】被災者の避難所までの移動などの緊急的な輸送の需要が発生 

●事前に備えておくこと 

 ・関係機関で連携して対応する際の役割分担の明確化 

 ・NPO法人等の外部機関の活動状況の把握 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

避難所までの移動などの緊急的な輸送において、現行の運行路線では対応できず、

連携が必要となった場合 
P21 

避難所までの移動などの緊急的な輸送において、大量輸送ではない場合もしくは運

行ルートに入る施設周辺の道路幅員が狭い場合 
P22 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ● ●

 

情報提供 

 

都市政策課

→全関係者 

 

災害発生 

 

八戸市、 

災害対策本部等 

→都市政策課 

 

道路管理者 

⇔都市政策課 

 
バス事業者 

⇔都市政策課 

 

都市政策課 

 

STEP１【道路管理者、バス事業者、都市政策課連携】 

 
○情報収集 

・住民の被災状況 

・避難所設置状況 

・バス運行状況 等 

 

地域や住民等の 

被災状況の把握 

 

道路の 

被災状況の把握 

 

訪問収集等 

 バス事業者等の 

被災状況の把握 

訪問収集等 

 

被災状況の整理 

  

 

運行手段の確保・ 

提供の必要性は 

 

現行の運行路線で対応 

外部からの支援輸送

で対応 

交通が確保されている路線

から運行路線を検討 

 

現地確認 

 

  

関係機関を招集 

都市政策課 
バス事業者 

貸切バス事業者 

タクシー事業者 

道路管理者 

 

緊急的な運行の開始 

 

情報共有 

 

都市政策課 

→全関係者 

八戸市、 

災害対策本部等 

→都市政策課 

 

バス事業者 

 

STEP２【バス事業者、道路管理者、都市政策課連携】 

 ○情報収集 

・緊急的な運行の実施 

情報発信 
関係者 

→利用者 

 

外部からの支援状況 

（自衛隊、NPO 法人等）の把握 

 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

有 無 運行の連携の 

必要性は 

連携について 

協議・依頼 

バス事業者 

都市政策課 

都市政策課 

都市政策課 

都市政策課 
バス事業者 

貸切バス事業者 

タクシー事業者 

道路管理者 

 
バス事業者 

貸切バス事業者 

タクシー事業者 

バス事業者 

貸切バス事業者 

タクシー事業者 
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【連携対応場面：避難所までの移動などの緊急的な輸送において、現行の運行路線では対応できず、

連携が必要となった場合】 

●連携対応のポイント 

 ・都市政策課からバス事業者に運行依頼と運行条件を提示して、緊急的な輸送を実施する 

●注意事項や前提条件など 

 ・発災後、時間がない中での対応となるので、各関係機関の対応は同時並行で進む 

 ●連携のイメージ 

 ・発災直後に被災者の避難所、医療機関への移動手段を確保するため、都市政策課とバス事業者が

協議して運行路線を検討する 

 

 

都市政策課の役割 バス事業者の役割 

・関係機関の招集 

・緊急的な無償運行の依頼 

・関係機関との協議 

・緊急的な無償運行 

 

 

都市政策課の対応 バス事業者の対応 

①バス事業者に運行条件等を伝えて、運行を依頼する。 

○運行条件 

・運行ルートに入れてほしい施設、場所 

（例：避難場所、避難所、市役所、被害を受けた地区、遺体

安置所など） 

・想定利用者数 

・通行止め道路 

・現時点で通行可能な道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④緊急的な輸送の運行条件等を確認・了承 

 

 

 

 

 

 

⑦需要に応じて、緊急的な輸送の運行終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②現地調査等を踏まえて、緊急的な輸送の運行条件を検討

し決定 

 ・運行ルート 

 ・運行ダイヤ 

 ・運行時間 

 

 

③決定した緊急的な輸送の運行条件等を都市政策課に連絡 

 

 

 

⑤緊急的な輸送の運行開始 

 

 

⑥利用状況、利用者の声により運行条件等の見直し、改善 
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【連携対応場面：避難所までの移動などの緊急的な輸送において、大量輸送ではない場合もしくは運

行ルートに入れる施設周辺の道路幅員が狭い場合】 

●連携対応のポイント 

 ・都市政策課からタクシー事業者に運行依頼と運行条件を提示して、緊急的な輸送を実施する 

●注意事項や前提条件など 

 ・発災後、時間がない中での対応となるので、各関係機関の対応は同時並行で進む 

 ●連携のイメージ 

 ・被災者のニーズはそれほど多くないものの、避難所、医療機関への移動手段を確保する必要があ

る場合、都市政策課とタクシー事業者が協議して運行路線を検討する 

 

 

都市政策課の役割 タクシー事業者の役割 

・関係機関の招集 

・緊急的な無償運行の依頼 

・関係機関との協議 

・緊急的な無償運行 

 

 

都市政策課の対応 タクシー事業者の対応 

①タクシー事業者に運行条件等を伝えて、運行を依頼する。 

○運行条件 

・運行ルートに入れてほしい施設、場所 

（例：避難場所、避難所、市役所、被害を受けた地区、遺体

安置所など） 

・想定利用者数 

・通行止め道路 

・現時点で通行可能な道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④緊急的な輸送の運行条件等を確認・了承 

 

 

 

 

 

 

⑦需要に応じて、緊急的な輸送の運行終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②緊急的な輸送の運行条件を検討し決定 

 ・運行ルート 

 ・運行車両（タクシー、ジャンボタクシーなど） 

 

 

③決定した緊急的な輸送の運行条件等を都市政策課に連絡 

 

 

 

 

 

⑤緊急的な輸送の運行開始 

 

 

⑥利用状況、利用者の声により運行条件等の見直し、改善 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・発災直後、行政とバス事業者が連携して、被災者への移動手段の提供を行った 
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⑥【サービス提供：需要への対応】通院や入浴施設などの最低限な交通確保のために臨時的な輸送

の需要が発生 

●事前に備えておくこと 

 ・関係機関で連携して対応する際の役割分担の明確化 

 ・NPO法人等の外部機関の活動状況の把握 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

通院や入浴施設などの臨時的な輸送において、現行の運行路線では対応できず、連

携が必要となった場合 
P25 

通院や入浴施設などの臨時的な輸送において、大量輸送ではない場合もしくは運行

ルートに入る施設周辺の道路幅員が狭い場合 
P26 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ● ●

 

避難所生活 

 

情報共有 
都市政策課 

→全関係者 

八戸市、 

災害対策本部等 

→都市政策課 

医療機関、入浴施設 

等の状況把握 

バス事業者等の 

運行状況の把握 

交通事業者 

⇔都市政策課  

訪問収集等 

都市政策課 

八戸市、 

災害対策本部等 

→都市政策課 

STEP１【バス事業者、都市政策課連携】 

○情報収集 

・避難所設置状況、 

・施設立地状況 

・バス運行状況 等 

避難所の状況の把握 

被災状況の整理 

有 無 移動手段の確保・

提供の必要性は 

外部からの支援状況 

（自衛隊、NPO 法人等） 

の把握 

 

現行の運行路線で対応 

外部からの支援輸送

で対応 

交通が確保されている路線 

から運行路線を検討 

現地確認 

有 無 

関係機関を招集 

臨時的な運行の開始 

情報共有 
都市政策課 

→全関係者 

 

八戸市、 

災害対策本部等 

→都市政策課 

バス事業者 

STEP２【バス事業者、都市政策課連携】 

○運行連携 

・臨時的なバス運行の実施 

 

情報発信 
関係者 

→利用者 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

運行の連携の 

必要性は 

連携について 

協議・依頼 

バス事業者 

都市政策課 

都市政策課 

都市政策課 

都市政策課 
バス事業者 

タクシー事業者 

道路管理者 

 
都市政策課 
バス事業者 

タクシー事業者 

道路管理者 

 
バス事業者 

タクシー事業者 

バス事業者 

タクシー事業者 
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【連携対応場面：通院や入浴施設などの臨時的な輸送において、現行の運行路線では対応できず、連

携が必要となった場合】 

●連携対応のポイント 

 ・都市政策課からバス事業者に運行依頼と運行条件を提示して、臨時的な輸送を実施する 

●注意事項や前提条件など 

 ・運行路線に関する届け出や申請等について、東北運輸局に確認する 

●連携のイメージ 

 ・発災後の避難所生活の中で、被災者の通院先、入浴先、市役所等への移動手段を確保するため、

都市政策課とバス事業者が協議して運行路線を検討する 

 

都市政策課の役割 バス事業者の役割 

・関係機関の招集 

・臨時的な無償運行の依頼 

・関係機関との協議 

・臨時的な無償運行 

・東北運輸局へのバス運行の相談・申請 

 

都市政策課の対応 バス事業者の対応 東北運輸局の対応 

①バス事業者に運行条件等を伝えて、

運行を依頼する。 

○運行条件 

・運行ルートに入れてほしい施設、場所 

（例：避難所、病院、入浴施設、市役所

など） 

・想定利用者数 

・通行止め道路 

・現時点で通行可能な道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

④臨時的な輸送の運行条件等を確認・

了承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨需要に応じて、臨時的な輸送の運行

終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②現地調査等を踏まえて、緊急的な輸

送の運行条件を検討し決定 

 ・運行ルート 

 ・運行ダイヤ 

 ・運行時間 

 

③決定した臨時的な輸送の運行条件等

を都市政策課に連絡 

 

 

 

⑤臨時的な輸送の運行形態について東

北運輸局に相談 

 

 

⑦臨時的な輸送の運行開始 

 

 

⑧利用状況、利用者の声により運行条

件等の見直し、改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥臨時的な輸送の運行形態について協

議 
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【連携対応場面：通院や入浴施設などの臨時的な輸送において、大量輸送ではない場合もしくは運行

ルートに入れる施設周辺の道路幅員が狭い場合】 

●連携対応のポイント 

 ・都市政策課からタクシー事業者に運行依頼と運行条件を提示して、臨時的な輸送を実施する 

●注意事項や前提条件など 

 ・運行路線に関する届け出や申請等について、東北運輸局に確認する 

●連携のイメージ 

 ・発災後の避難所生活の中で、ニーズはそれほど多くないものの、通院先、入浴先等への移動手段

を確保する必要がある場合、都市政策課とタクシー事業者が協議して運行路線を検討する 

 

都市政策課の役割 タクシー事業者の役割 

・関係機関の招集 

・臨時的な無償運行の依頼 

・関係機関との協議 

・臨時的な無償運行 

・東北運輸局へのバス運行の相談・申請 

 

都市政策課の対応 タクシー事業者の対応 東北運輸局の対応 

①タクシー事業者に運行条件等を伝え

て、運行を依頼する。 

○運行条件 

・運行ルートに入れてほしい施設、場所 

（例：避難所、病院、入浴施設、市役所

など） 

・想定利用者数 

・通行止め道路 

・現時点で通行可能な道路 

 

 

 

 

 

 

 

④緊急的な輸送の運行条件等を確認・

了承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨需要に応じて、緊急的な輸送の運行

終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②臨時的な輸送の運行条件を検討し決

定 

 ・運行ルート 

 ・運行車両（タクシー、ジャンボタクシー

など） 

 

③決定した臨時的な輸送の運行条件等

を都市政策課に連絡 

 

 

⑤臨時的な輸送の運行形態について東

北運輸局に相談 

 

 

⑦緊急的な輸送の運行開始 

 

 

⑧利用状況、利用者の声により運行条

件等の見直し、改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥臨時的な輸送の運行形態について協

議 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・発災約1週間後、既存路線バスの再開及び臨時バスの運行により入浴施設までの移動手段の提供

を行った 
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⑦【サービス提供：需要への対応】仮設住宅への移行に伴い、 

通勤通学、買物などに関わる公共交通需要が変化 

●事前に備えておくこと 

 ・関係機関で連携して対応する際の役割分担の明確化 

 ・スクールバスなどの民間送迎バスの運行状況の把握 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

仮設住宅への移行に伴う公共交通需要の変化に対して、現行の運行路線では対応で

きず、連携が必要となった場合 
P29 

仮設住宅への移行に伴う公共交通需要の変化について、大量輸送ではない場合もし

くは運行ルートに入る施設周辺の道路幅員が狭い場合 
P30 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ● ●

 

都市政策課 
バス事業者 

タクシー事業者 

道路管理者 

 
都市政策課 
バス事業者 

タクシー事業者 

道路管理者 

 
バス事業者 

タクシー事業者 

バス事業者 

タクシー事業者 

仮設住宅 

都市政策課 

→全関係者 情報共有 

 

八戸市、 

災害対策本部等 

→都市政策課 

学校、商業施設 

等の状況把握 
バス事業者等の 

運行状況の把握 

交通事業者 

⇔都市政策課 

 

訪問収集等 

運営状況の整理 都市政策課 

八戸市、 

災害対策本部等 

→都市政策課 

STEP１【バス事業者、都市政策課連携】 

○情報収集 

・仮設住宅場所 

・施設立地状況、 

・バス運行状況 等 

仮設住宅の状況の把握 

移動手段の確保・

提供の必要性は 

 

有 無 

スクールバスや買物バス等の 

運行状況の把握 

 

現行の運行路線で対応 

スクールバスや買物バス

等の運行で対応 

有 無 

都市政策課 

→全関係者 

八戸市、 

災害対策本部等 

→都市政策課 

バス事業者 

STEP２【バス事業者、都市政策課連携】 

○運行連携 

・需要変化に対応したバス運行 

関係者 

→利用者 

需要の変化や施設立地状況

等を考慮して路線を検討 

現地確認 

関係機関を招集 

需要変化に対応したバスの

運行開始 

情報共有 

情報発信 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

運行の連携の 

必要性は 

連携について 

協議・依頼 

バス事業者 

都市政策課 

都市政策課 

都市政策課 
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【連携対応場面：仮設住宅への移行に伴う公共交通需要の変化に対して、現行の運行路線では対応で

きず、連携が必要となった場合】 

●連携対応のポイント 

 ・都市政策課からバス事業者に運行依頼と運行条件を提示して、路線運行を実施する 

●注意事項や前提条件など 

 ・運行路線に関する届け出や申請等について、東北運輸局に確認する 

●連携のイメージ 

 ・避難所生活から仮設住宅へ移行した中で、仮設住宅と商業施設、病院、市役所等の中心部を結ぶ

移動手段を提供するため、都市政策課とバス事業者が協議して運行路線を検討する 

 

都市政策課の役割 バス事業者の役割 

・関係機関の招集 

・仮設住宅への移行に伴う有償運行の依頼 

・関係機関との協議 

・仮設住宅への移行に伴う有償運行 

・東北運輸局へのバス運行の相談・申請 

 

都市政策課の対応 バス事業者の対応 東北運輸局の対応 

①バス事業者に運行条件等を伝えて、

運行を依頼する。 

○運行条件 

・運行ルートに入れてほしい施設、場所 

（例：仮設住宅、商業施設、病院、学

校、市役所など） 

・想定利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

④運行条件等を確認・了承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪路線運行終了 

 

 

 

 

 

 

 

②現地調査等を踏まえて、路線の運行

条件を検討し決定 

 ・運行ルート 

 ・運行ダイヤ 

 ・運行時間 

 

③決定した路線の運行条件等を都市政

策課に連絡 

 

⑤運行路線の運行形態について東北運

輸局に相談 

 

 

⑦需要変化に対応した路線の運行開始 

 

 

⑧利用状況、利用者の声により運行条

件等の見直し、改善 

 

⑨運行路線の運行形態について東北運

輸局に相談もしくは申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥運行路線の運行形態について協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩運行路線の運行形態について協議も

しくは認可 
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【連携対応場面：仮設住宅への移行に伴う公共交通需要の変化について、大量輸送ではない場合もし

くは運行ルートに入れる施設周辺の道路幅員が狭い場合】 

●連携対応のポイント 

 ・都市政策課からタクシー事業者に運行依頼と運行条件を提示して、路線運行を実施する 

●注意事項や前提条件など 

 ・運行路線に関する届け出や申請等について、東北運輸局に確認する 

●連携のイメージ 

 ・避難所生活から仮設住宅へ移行した中で、ニーズはそれほど多くないものの、仮設住宅と中心部

を結ぶ移動手段を提供するため、都市政策課とタクシー事業者が協議して運行路線を検討する 

 

都市政策課の役割 タクシー事業者の役割 

・関係機関の招集 

・仮設住宅への移行に伴う有償運行の依頼 

・関係機関との協議 

・仮設住宅への移行に伴う有償運行 

・東北運輸局へのバス運行の相談・申請 

 

都市政策課の対応 タクシー事業者の対応 東北運輸局の対応 

①タクシー事業者に運行条件等を伝え

て、運行を依頼する。 

○運行条件 

・運行ルートに入れてほしい施設、場所 

（例：仮設住宅、商業施設、病院、学

校、市役所など） 

・想定利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

④運行条件等を確認・了承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪運行終了 

 

 

 

 

 

 

 

②運行条件を検討し決定 

 ・運行ルート 

 ・運行車両（タクシー、ジャンボタクシー

など） 

 

③決定した運行条件等を都市政策課に

連絡 

 

 

⑤運行形態について東北運輸局に相談 

 

 

⑦需要変化に対応した運行開始 

 

 

⑧利用状況、利用者の声により運行条

件等の見直し、改善 

 

 

⑨運行形態について東北運輸局に相談

もしくは申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥運行形態について協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩運行形態について協議もしくは認可 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・発災後、仮設住宅と市街地を結ぶバスを運行し、被災者の移動手段を確保した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運行は福島交通に委託 
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【貸切バス事業の許可を取得していない企業等が緊急的・臨時的な輸送を有償で行う場合の手続き】 

・東日本大震災後に緊急的・臨時的な輸送を有償で行う場合、道路運送法第21条に基づき運行する

ケースが多かった。 

・貸切バス事業の許可を取得していない企業等が緊急的・臨時的な輸送を有償で行う場合は、以下に

示す手続き等が必要となる。 

・ただし、災害時においては手続き等において、柔軟な対応が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急的・臨時的な輸送の 

必要性が発生 

道路運送法第4条に基づく 

新規バス路線申請準備 

道路管理者、交通管理者等との調整 

もしくは地域公共交通会議の開催に 

より協議・調整・合意形成 

ルート、運行ダイヤなどの 

運行実施計画案を検討 

運輸支局へ許可申請の 

書類提出 

東北運輸局長より許可 

運行開始 
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⑧【サービス提供：需要への対応】遠隔地への移動のため高速バスや新幹線との接続の需要が発生 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

目的地まで高速道路を利用しなくてもある程度の時間内に到着できる場合 P34 

目的地まで既存の高速バス路線で到着できる場合 P34 

高速道路が緊急交通路指定を受けた場合 P35 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ●

 

情報共有 
都市政策課 

→全関係者 

有 無 

現行の運行路線で対応 

交通が確保されている路線 

から運行路線を検討 

現地確認 バス事業者 

関係機関を招集 

臨時的な運行の開始 バス事業者 

情報共有 
都市政策課 

→全関係者 

 

バス事業者 

STEP２【バス事業者、都市政策課連携】 

○運行連携 

・臨時的なバス運行の実施 

 

情報発信 
関係者 

→利用者 

都市政策課 

バス事業者 

道路管理者 

都市政策課 

バス事業者 

道路管理者 

災害発生 

被災状況の把握 

八戸市、 

災害対策本部等 

→都市政策課 

バス事業者 

⇔都市政策課 

 

運行状況と住民等の 

問合せ状況を整理 
都市政策課 

STEP１【交通事業者、都市政策課連携】 

鉄道事業者 

⇔都市政策課 

○情報収集 

・被災状況 

・住民等の声 

・高速バス、新幹線の運行状況 

 等 
新幹線の運行状況と 

住民等の問合せ状況の確認 

高速バスの運行状況と 

住民等の問合せ状況の確認 

訪問収集等 訪問収集等 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

臨時の移動手段

の必要性は 

連携について 

協議・依頼 

バス事業者 

都市政策課 

都市政策課 
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【連携対応場面：目的地まで高速道路を利用しなくてもある程度の時間内に到着できる場合】 

●連携対応のポイント 

 ・都市政策課からバス事業者に運行依頼と運行条件を提示して、臨時的な輸送を実施する 

●注意事項や前提条件など 

 ・高速道路を利用しなくても目的地まである程度の時間内に到着できる 

 ●連携のイメージ 

 ・被災地から遠隔地に避難するため、被災地から新幹線駅や空港までの移動手段を提供する際、都

市政策課とバス事業者が協議して運行路線を検討する 

 

都市政策課の対応 バス事業者の対応 

①バス事業者に運行条件等を伝えて、運行を依頼する。 

○運行条件 

・起終点（例：出発地、避難所、到着地：新幹線駅等） 

・通行止め道路 

・現時点で運行可能な道路 

・想定利用者数 

 

 

 

④バス運行の運行条件等を確認・了承 

 

 

 

⑦バスの運行終了 

 

 

 

 

 

②現地調査等を踏まえて、バスの運行条件を検討し決定 

 ・運行ルート、・運行ダイヤ、・運行時間 

 

③決定したバスの運行条件等を都市政策課に連絡 

 

⑤バスの運行開始 

 

⑥利用状況、利用者の声により運行条件等の見直し、改善 

 

 

【連携対応場面：目的地まで既存の高速バス路線で到着できる場合】 

●連携対応のポイント 

 ・都市政策課からバス事業者に運行依頼と運行条件を提示して、臨時的な輸送を実施する 

●注意事項や前提条件など 

 ・対応できるのは高速バスの既存路線を運行している南部バス㈱と十和田観光電鉄㈱のみとなる 

●連携のイメージ 

 ・被災地から遠隔地に避難するため、被災地から新幹線駅や空港までの移動手段を提供する際、都

市政策課とバス事業者が協議して運行路線を検討する 

 

都市政策課の対応 バス事業者の対応 

①バス事業者に運行条件等を伝えて、運行を依頼する。 

○運行条件 

・起終点（例：出発地、避難所、到着地：新幹線駅等） 

・想定利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

②バスの運行条件を検討し決定 

 ・運行ダイヤ 

 

③バスの運行開始 

 

⑤利用状況、利用者の声により運行条件等の見直し、改善 

 

⑥通常運行 
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【連携対応場面：高速道路が緊急交通路指定を受けた場合】 

●連携対応のポイント 

 ・都市政策課からバス事業者に運行依頼と運行条件を提示して、臨時的な輸送を実施する 

●注意事項や前提条件など 

 ・緊急交通路指定により高速バスにも通行を許可する通達が出される 

●連携のイメージ 

 ・被災地から遠隔地に避難するため、被災地から新幹線駅や空港までの移動手段を提供する際、都

市政策課とバス事業者が協議して運行路線を検討する 

 

都市政策課の対応 バス事業者の対応 

①バス事業者に運行条件等を伝えて、運行を依頼する。 

○運行条件 

・起終点（例：出発地、避難所、到着地：新幹線駅等） 

・通行止め道路 

・現時点で運行可能な道路 

・想定利用者数 

 

 

④バス運行の運行条件等を確認・了承 

 

 

 

⑦バスの運行終了 

 

 

 

 

 

②現地調査等を踏まえて、バスの運行条件を検討し決定 

 ・運行ルート、・運行ダイヤ、・運行時間 

 

③決定したバスの運行条件等を都市政策課に連絡 

 

⑤バスの運行開始 

 

⑥利用状況、利用者の声により運行条件等の見直し、改善 
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⑨【交通資源の確保：施設】社屋等が被災 

●事前に備えておくこと 

 ・社屋等の耐震強化 

 ・代替施設の確保（交通事業者） 

・市有地、施設等の確保（行政関係者） 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

代替施設が確保できず、都市政策課が市有地、施設等を提供する場合 P37 

 

 

 

 

 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ● ● ● ● ●

 

災害発生 

STEP１【関係機関単独】 

 

○安全確認 

・社屋の安全確認 

・代替施設の確保 等 

関係機関 
社屋等の安全性及び

ライフラインの確認 

確認・確保できた 安全性確認 

ライフライン確保 

確認・確保できない 

災害対策本部または 

災害対応スペースの確保 
代替施設の確保 関係機関 全関係機関 

STEP２【関係機関連携】 

○代替施設確保 

・代替施設の確保 

有 無 連携の 

必要性は 

関係機関 

関係機関 
自組織内で 

代替施設を確保 

 

関係機関で協議 

 

災害対策本部または 

災害対応スペースの確保 

 

公共施設等を活用 関係機関 

関係機関 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

連携について 

協議・依頼 
関係機関 

関係機関 
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【連携対応場面：代替施設が確保できず、都市政策課が市有地、施設等が提供できる場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者の代替施設が確保できない状況に対し、行政が市有地、施設等の提供協力する 

●注意事項や前提条件など 

 ・提供できる市有地や施設等を保有しており、被災後も使用できる状態にある 

 

 

交通事業者の対応 都市政策課の対応 

①社屋等の被災状況を行政関係者に連絡する。 

○連絡事項 

・被災した本社、営業所、車庫の場所 

・社屋等の復旧見通し 

 

 

 

③提示された施設等について了承 

 

 

 

⑤代替施設で営業再開 

 

 

 

 

 

②提供できる市有地や施設等を提示して、必要な備品等に

ついて補助、支援 

 

 

 

④市有地や施設等の提供協力 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・行政がバス事業者に対して、公共施設と駐車場を貸与し、営業再開した。 

・バス事業者が公共施設の他に車両を活用して営業再開した。 
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⑩【交通資源の確保：車両】バス車両が被災して、路線バスを運行できない 

●事前に備えておくこと 

・青森県バス協会と協議できる関係の構築が必要 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

バス車両の一部が被災して、数台程度が必要な場合 P40 

バス車両が被災して、単独では路線バスを運行できない場合 P40 

 

 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ●

 

STEP２【バス事業者連携】 

○車両の確保 

・車両の確保 
可 不可 車両の融通等は 

可能か 

STEP１【バス事業者】 

 

○安全確認 

・車両の被災状況 

・車両の需要状況 等 

災害発生 

バス事業者 車両の被災状況の確認 

バス事業者 

不足しない 車両の不足状況 

（需要を考慮） 

不足する 

社内の保有車両で 

運行対応 

バス事業者 

バス事業者 

青森県バス協会等 

と協議 

バス事業者間 

で協議 

 

運行再開 

都市政策課 

バス事業者 

青森県バス協会 

情報共有 

バス事業者 

→都市政策課 

→全関係者 

情報発信 
関係者 

→利用者 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

バス事業者 
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【連携対応場面：バス車両の一部が被災して、数台程度が必要な場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者の車両が数台程度不足している状況に対し、バス事業者同士で融通する 

●注意事項や前提条件など 

 ・車両については譲り受けることが必要で借りることはNGとなる 

 

バス事業者の対応 

①バス車両の被災状況を各バス事業者に連絡する。 

○連絡事項 

・バス車両の必要台数 

 

②バス事業者間による協議 

 

③バス車両に対する対応方法の決定 

 

④入手したバス車両で営業再開 

 

 

 

【連携対応場面：バス車両が被災して、単独では路線バスを運行できない場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者の車両が確保できない状況に対し、広域的に車両を確保する 

●注意事項や前提条件など 

 ・車両については譲り受けることが必要で借りることはNGとなる 

 

バス事業者の対応 都市政策課の対応 青森県バス協会の対応 

①バス車両の被災状況を行政関係者に

連絡する。 

○連絡事項 

・バス車両の必要台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥入手したバス車両で営業再開 

 

 

 

 

 

②青森県バス協会に連絡して、バス車

両について協議 

 

 

 

 

 

 

⑤入手状況をバス事業者に連絡 

 

 

 

 

 

 

③青森県内のバス事業者もしくは県外

のバス協会に連絡してバス車両につ

いて協議 

 

④入手状況を都市政策課に連絡し、発

送の手配 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・全国のバス事業者やタクシー事業者から被災地の交通事業者に対して車両の提供が行われた。 
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⑪【交通資源の確保：燃料】燃料不足により、路線バスを運行できない 

●事前に備えておくこと 

・燃料の備蓄 

・通常取引のある業者や青森県などと燃料の入手について協議できる関係の構築が必要 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

需要に対して燃料が不足し、事業者間の融通で解決する場合 P43 

需要に対して燃料が不足し、事業者間の融通では解決しない場合 P43 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ●

 

STEP１【バス事業者単独】 

 

○情報収集 

・燃料の備蓄状況 

・今後の運行見通し 等 

災害発生 

燃料の備蓄状況と 

入手見通しを把握 
バス事業者 

燃料需要の把握 バス事業者 

バス事業者 今後の運行状況を検討 

可 

STEP２【バス事業者連携】 

○燃料入手 

・燃料を入手の調整 

 

不足する 燃料の不足状況 

（需要を考慮） 

不足しない 

バス事業者間で協議 

バス事業者間で協議 通常取引のある 

業者等に依頼 

不可 

運行計画を検討し、 

運行再開 

 

バス事業者 バス事業者 

バス事業者 

バス事業者 

情報共有 

バス事業者 

→都市政策課 

→全関係者 

青森県等に要請 

関係者 

→利用者 

 

県石油商業組合、 

石油連盟に 

燃料供給を依頼 

バス事業者 

燃料の融通等は 

可能か 

運行計画を検討し、 

運行再開 

 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

バス事業者 

バス事業者 

青森県 

都市政策課 

県石油商業組合 

石油連盟 

情報発信 

バス事業者 

青森県 
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【連携対応場面：需要に対して燃料が不足し、事業者間の融通で解決する場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者の燃料が不足している状況に対し、バス事業者同士で融通する 

 

バス事業者の対応 

①バス車両の燃料不足状況を各バス事業者に連絡する。 

○連絡事項 

・燃料の必要量 

 

②バス事業者間による協議 

 

③バス車両の燃料不足に対する対応方法の決定 

 

④入手した燃料で運行開始 

 

 

 

【連携対応場面：需要に対して燃料が不足し、事業者間の融通では解決しない場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者の燃料が確保できない状況に対し、広域的に燃料を確保する 

 

バス事業者の対応 青森県等の対応 外部機関の対応 

①バス車両の燃料不足状況を青森県等

に連絡する。 

○連絡事項 

・燃料の必要量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥入手した燃料で運行開始 

 

 

 

 

 

②青森県石油商業組合や石油連盟に連

絡して、燃料供給を依頼 

 

 

 

 

 

 

⑤入手状況をバス事業者に連絡 

 

 

 

 

 

 

③燃料の供給量等について検討 

 

 

④供給量等を青森県等に連絡し、発送

の手配 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・行政が確保した燃料を他の緊急車両にも給油する条件でバス事業者に提供された。 
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⑫【交通資源の確保：人】乗務員が被災またはマイカー通勤者の 

燃料不足により通勤できず、乗務員が不足 

●事前に備えておくこと 

・旅客自動車運送事業運輸規則36条の運転手の要件をクリアすることが必要 

 ※以下に該当するものを選任してはならない。 

  →日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて試用される者、試みの試用期間の中の者、

14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者 

・青森県や青森県バス協会等と協議できる関係の構築が必要 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

乗務員不足に対し、事業者間の融通で解決する場合 P46 

乗務員不足に対し、事業者間の融通では解決しない場合 P46 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ●

 

災害発生 

STEP２【バス事業者連携】 

○乗務員確保 

・乗務員の融通の調整 

 

 

不足する 乗務員不足状況 

（需要を考慮） 

不足しない 

バス事業者間で協議 

運行計画を検討し、 

運行再開 

 

バス事業者間で協議 
青森県や青森県バス

協会等と協議 

可 

不可 

運行計画を検討し、 

運行再開 

 

バス事業者 

バス事業者 

バス事業者 

バス事業者 

バス事業者単独

で解決できる 

解決できる 解決できない 

通勤バス等で 

乗務員を確保 

乗務員の 

融通等は可能か 

バス事業者 

都市政策課 

青森県 

青森県バス協会 

情報共有 

バス事業者 

→都市政策課 

→全関係者 

情報発信 
関係者 

→利用者 

STEP１【バス事業者単独】 

 

○情報収集 

・乗務員の被災状況 

・今後の運行見通し 等 

乗務員被災状況と 

対応可能人数等を把握 

今後の運行状況を検討 

バス事業者 

必要な乗務員数の把握 バス事業者 

バス事業者 

 ：判断 

 ：対応 

 
：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

バス事業者 

バス事業者 

バス事業者 
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【連携対応場面：乗務員不足に対し、事業者間の融通で解決する場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者の乗務員が不足している状況に対し、バス事業者同士で融通する 

 

バス事業者の対応 

①乗務員の不足状況を各バス事業者に連絡する。 

○連絡事項 

・乗務員の必要人員 

 

②バス事業者間による協議 

 

③乗務員の不足に対する対応方法の決定 

 

④運行開始 

 

 

 

 

 

【連携対応場面：乗務員不足に対し、事業者間の融通では解決しない場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者の乗務員が不足している状況に対し、広域的に職員を派遣する 

 

交通事業者の対応 都市政策課の対応 外部機関の対応 

①乗務員の不足状況を行政関係者に連

絡する。 

○連絡事項 

・乗務員の必要人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥運行開始 

 

 

 

 

 

②青森県や青森県バス協会等に連絡し

て、乗務員について協議 

 

 

 

 

 

⑤乗務員の派遣状況をバス事業者に連

絡 

 

 

 

 

 

 

③乗務員の派遣状況について協議 

 

 

④乗務員の派遣を都市政策課に連絡 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・車両の弾力的な運用だけでなく、乗務員の派遣等の弾力的な運用の必要性が示されている。 
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⑬【交通資源の確保：人】職員が災害対応しており、運行にあたる職員が不足 

●事前に備えておくこと 

・道路運送法上の規制がないので、会社内の規定で定めることが必要 

・青森県や青森県バス協会等と協議できる関係の構築が必要 

 

  ●対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●連携対応場面 

連携対応場面 掲載ページ 

職員不足に対し、事業者間の融通で解決する場合 P49 

職員不足に対し、事業者間の融通では解決しない場合 P49 

 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ●

 

災害発生 

STEP１【バス事業者単独】 

 

○情報収集 

・運行対応職員の必要人数 等 

運行対応が可能な 

人数等を把握 

今後の運行状況を検討 

バス事業者 

必要な運行対応職員の

把握 
バス事業者 

バス事業者 

不可 

不足しない 

可 

 

不足する 運行対応職員

の不足は 

職員の 

融通等は可能か 

バス事業者間で協議 

運行計画を検討し、 

運行再開 

 

バス事業者間で協議 
青森県や青森県バス

協会等と協議 

運行計画を検討し、 

運行再開 

 

都市政策課 

青森県 

青森県バス協会 

バス事業者 

バス事業者 

バス事業者 

バス事業者 

情報共有 

バス事業者 

→都市政策課 

→全関係者 

情報発信 
関係者 

→利用者 

STEP２【バス事業者連携】 

○乗務員確保 

・職員の融通の調整 

 

 ：判断 

 ：対応 

 ：関係者 

 ：手段 

 ：対連携応 

バス事業者 

バス事業者 
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【連携対応場面：職員不足に対し、事業者間の融通で解決する場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者の職員が不足している状況に対し、バス事業者同士で融通する 

 

バス事業者の対応 

①職員の不足状況を各バス事業者に連絡する。 

○連絡事項 

・職員の必要人員 

 

②バス事業者間による協議 

 

③職員の不足に対する対応方法の決定 

 

④運行開始 

 

 

 

 

 

【連携対応場面：職員不足に対し、事業者間の融通では解決しない場合】 

●連携対応のポイント 

 ・バス事業者の職員が不足している状況に対し、広域的に職員を派遣する 

 

交通事業者の対応 都市政策課の対応 外部機関の対応 

①職員の不足状況を行政関係者に連絡

する。 

○連絡事項 

・職員の必要人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥運行開始 

 

 

 

 

 

②青森県や青森県バス協会等に連絡し

て、職員について協議 

 

 

 

 

 

⑤職員の派遣状況をバス事業者に連絡 

 

 

 

 

 

 

③職員の派遣状況について協議 

 

 

④職員の派遣を都市政策課に連絡 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

⑭交通に関する情報伝達、共有、発信 

●事前に備えておくこと 

・情報伝達訓練の実施 

・災害時でも使用できる通信連絡手段の整備 

・情報伝達・共有を行う基準の設定 

・一元化した情報を発信する拠点やツールの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス

事業者

タクシー

事業者

鉄道

事業者

道路

管理者

交通

管理者

行政

関係者

● ● ● ● ● ●

 

 

○情報伝達・共有 

関係機関 

→都市政策課 

都市政策課⇔

関係機関 

必要 不要 

可 不可 
災害時でも使用できる 

通信連絡手段は 

利用可能か 

 

災害対策本部等に

報告 

情報を一元化 
都市政策課 

道路管理者等が収集し

た安否情報や被災状況

を情報提供 

直接、事業者を訪問して情

報共有の連絡と情報収集 

収集した情報を整理 都市政策課 

都市政策課から 

定期的に情報伝達 

 

定期的な報告指示 

都市政策課→

全関係者、 

災害対策本部 

関係機関で情報

共有は必要か 

都市政策課→ 

道路管理者、

鉄道事業者 

都市政策課

→関係機関 

一元化情報を 

施設へ伝達 

施設から 

利用者に情報発信 

  

○情報発信 
一元化した運行情報 

（ルート、時刻、料金など） 

を整理 

都市政策課 

都市政策課 

八戸市役所 

中心市街地 

八戸駅 

都市政策課 

利用者にツール等 

（ほっとスルメール）で発信 
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 【情報伝達・共有・発信の考え方】 

 

○情報伝達・共有・発信を行う基準 

・行動指針を適用する基準となっている災害や被害（例：震度5弱以上の地震、津波警報が発表、

風水害等の災害が広域にわたり発生、主要バス路線となっている幹線道路網や鉄道が寸断など）

が発生した場合、情報連絡網に沿って情報伝達、共有を行い、利用者に情報発信を行う。 

・災害や被害の発生後、各関係機関は、60分以内（勤務時間外は90分以内）に情報連絡網に沿

って八戸市都市政策課等に1回目の状況連絡を行う。 

・2回目以降の状況連絡を行うタイミングについては、災害の規模や状況に応じて八戸市都市政策

課が判断し、関係機関に連絡する。 

・情報連絡網に沿って、八戸市都市政策課が一元的に管理することを基本とする。 

・情報連絡網に沿って、八戸市都市政策課に連絡するタイミングは、状況が変化した時とする。 

 

○情報連絡網の運用の考え方 

・情報連絡は、電話、FAX、メール等で連絡する。FAXやメール等の場合は「連絡様式」を活用

する。 

・毎年4月に各関係機関の情報連絡の担当部署、担当者、担当者のメールアドレスを決定し、八戸

市都市政策課が情報連絡網を更新し、各関係機関に送付する。 

・メールは、複数人に同時に配信できるメーリングリスト（ML）の活用を検討する。 

 

  ※メーリングリスト（ML）とは 

   電子メールを使用したインターネット活用法で、複数人に同時に同じメールを配信できる仕組みのこと。 

   メーリングリスト宛の代表アドレスにメールを送ると、メーリングリストに登録されている全員に配信される。 

 

○平常時に使用する通信連絡手段が使用できなくなった場合 

・災害発生により平常時に使用する通信連絡手段（電話、FAX、メール等）が使用できなくなった

場合は以下の手段で情報伝達を行う。 

◇発電機を使用し、PC等でメール送信 

◇直接訪問 

◇携帯電話 

◇非常用電話（ただし、現時点では八戸市都市政策課と八戸市交通部間の連絡のみ） 

 

○利用者への情報発信の拠点やツール 

・情報発信は、八戸市役所、中心市街地、八戸駅の3拠点から紙媒体等を活用して発信する。 

・情報発信ツールとして、緊急時のメール送信サービスの「ほっとスルメール」等を活用する。 
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連絡様式（バス事業者用） 

［影響を及ぼした気象状態］

（担当者名）

（電話番号）

（ＦＡＸ番号）

復　旧　の　見　通　し

種別
（該当に○）

系　統　名 経　由 発　地 着　地 （運行再開等の復旧の見通しを記入）

運休・迂回
折返

運休・迂回
折返

運休・迂回
折返

運休・迂回
折返

運休・迂回
折返

運休・迂回
折返

運休・迂回
折返

運休・迂回
折返

運休・迂回
折返

運休・迂回
折返

道　　　路　　　状　　　況

（損壊・冠水状況参考事項を記入）

運休等本数
／全運行本数

異常気象等による路線・高速バスへの影響報告

事業者名
影響（被害）
を受けた日 　　年　　月　　日 報告日

　【 第　　　報 】

　　月　　日　　時（　　月　　日　　時現在の状況）

運　　休　　等　　の　　系　　統
運休・迂回区間

［被害を及ぼした気象状態］

（担当者名）

（電話番号）

（ＦＡＸ番号）

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

事業者名
影響（被害）
を受けた日 　　年　　月　　日

被 害 を 受 け た 場 所

（車内の場合は系統名・地点、営業所等
の場合は施設名・所在地）

報告日

被　　　　　　害　　　　　　状　　　　　　況

　【 第　　　報 】

　　月　　日　　時（　　月　　日　　時現在の状況）

（施設の場合は、損壊等の状況。車両の場合は状況及び車両数等）

異常気象等による乗客・乗員、施設等への被害状況報告

被害を受けた施設・車両

施設（道路）　・　車両

施設（道路）　・　車両

被害を受けた人

（該当に〇）

復　　　旧　　　の　　　見　　　通　　　し

（その他参考事項を記入のこと）

現 在 の 状 況

（重傷者○名中、○名が○○病院に入院、軽傷者○名中、○名が○○病院
で治療を受けた後、帰宅等）

負 傷 者 の 状 況

（○名中、重傷者○名、軽傷者○名等）

施設（道路）　・　車両

施設（道路）　・　車両

（該当に〇）

施設（道路）　・　車両
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連絡様式（鉄道事業者用） 

［影響を及ぼした気象状態］

（担当者名）

（電話番号）

（ＦＡＸ番号）

復　旧　の　見　通　し

種別
（該当に○）

発　地 着　地 （運行再開等の復旧の見通しを記入）

運休・
間引き

運休・
間引き

運休・
間引き

運休・
間引き

運休・
間引き

運休・
間引き

運休・
間引き

運休・
間引き

運休・
間引き

運休・
間引き

路線名

運　　休　　等　　の　　路　　線
運休区間

異常気象等による路線への影響報告

事業者名
影響（被害）
を受けた日 　　年　　月　　日 報告日

　【 第　　　報 】

　　月　　日　　時（　　月　　日　　時現在の状況）

鉄　　軌　　道　　状　　況

（損壊・冠水状況参考事項を記入）

運休等本数
／全運行本数

［被害を及ぼした気象状態］

（担当者名）

（電話番号）

（ＦＡＸ番号）

現 在 の 状 況

（重傷者○名中、○名が○○病院に入院、軽傷者○名中、○名が○○病院
で治療を受けた後、帰宅等）

負 傷 者 の 状 況

（○名中、重傷者○名、軽傷者○名等）

駅　・　鉄軌道　・　車両

駅　・　鉄軌道　・　車両

（該当に〇）

駅　・　鉄軌道　・　車両

復　　　旧　　　の　　　見　　　通　　　し

（その他参考事項を記入のこと）

異常気象等による乗客・乗員、施設等への被害状況報告

被害を受けた施設・車両

駅　・　鉄軌道　・　車両

駅　・　鉄軌道　・　車両

被害を受けた人

（該当に〇）

報告日

被　　　　　　害　　　　　　状　　　　　　況

　【 第　　　報 】

　　月　　日　　時（　　月　　日　　時現在の状況）

（駅や鉄軌道の場合は損壊等の状況。車両の場合は状況）

乗客　・　乗員　・　従業員

事業者名
影響（被害）
を受けた日 　　年　　月　　日

被 害 を 受 け た 場 所

（車内の場合は路線名・地点、鉄道駅等
の場合は駅名・所在地）

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員
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連絡様式（道路管理者、交通管理者用） 

連絡様式（タクシー事業者用） 

［被害を及ぼした気象状態］

（担当者名）

（電話番号）

（ＦＡＸ番号）

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

乗客　・　乗員　・　従業員

事業者名
影響（被害）
を受けた日 　　年　　月　　日

被 害 を 受 け た 場 所

（車内の場合は地点、営業所等の場合は
施設名・所在地）

報告日

被　　　　　　害　　　　　　状　　　　　　況

　【 第　　　報 】

　　月　　日　　時（　　月　　日　　時現在の状況）

（施設の場合は、損壊等の状況。車両の場合は状況及び車両数等）

異常気象等による乗客・乗員、施設等への被害状況報告

被害を受けた施設・車両

施設　・　車両

施設　・　車両

被害を受けた人

（該当に〇）

復　　　旧　　　の　　　見　　　通　　　し

（その他参考事項を記入のこと）

現 在 の 状 況

（重傷者○名中、○名が○○病院に入院、軽傷者○名中、○名が○○病院
で治療を受けた後、帰宅等）

負 傷 者 の 状 況

（○名中、重傷者○名、軽傷者○名等）

施設　・　車両

施設　・　車両

（該当に〇）

施設　・　車両

［影響を及ぼした気象状態］

（担当者名）

（電話番号）

（ＦＡＸ番号）

復　旧　の　見　通　し

（通行再開等の復旧の見通しを記入）

通行止め・片側通行・その他

通行止め・片側通行・その他

通行止め・片側通行・その他

通行止め・片側通行・その他

通行止め・片側通行・その他

交通規制内容種別（該当に○）

通行止め・片側通行・その他

通行止め・片側通行・その他

通行止め・片側通行・その他

通行止め・片側通行・その他

通行止め・片側通行・その他

道　　　路　　　状　　　況

（損壊・冠水状況参考事項を記入）
路線名

異常気象等による道路交通への影響報告

事業者名
影響（被害）
を受けた日 　　年　　月　　日 報告日

　【 第　　　報 】

　　月　　日　　時（　　月　　日　　時現在の状況）

運　　休　　等　　の　　系　　統
交通規制区間
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情報伝達・共有における情報連絡網 

八戸市都市整備部 

都市政策課 

交通政策グループ 

TEL：0178-43-9124 

FAX：0178-41-2302 

八戸市内丸 1 丁目 1-1 

八戸市交通部 

運輸管理課 営業グループ 

TEL：0178-25-5141 

FAX：0178-25-5146 

八戸市大字新井田字小久保

頭 4-1 

南部バス（株） 

営業部 営業部長 

TEL：0178-44-5151 

FAX：0178-22-0811 

八戸市大字是川字二ツ屋

6-79 

営業所 

（旭ヶ丘） 

バス 

車両 

営業所 

（八戸、五戸、三戸） 

十和田観光電鉄（株） 

運輸事業部 次長 

TEL：0176-23-6103 

FAX：0176-24-1100 

十和田市稲生町 17-3 

八戸営業所：八戸市江陽 4

丁目 13-34 

営業所 

（三本木、八戸、三

沢、野辺地、青森総

合） 

八戸市タクシー協会 

事務局（三八五タクシー内） 

TEL：0178-24-3335 

FAX：0178-44-3529 

八戸市城下 4 丁目 19-15 

東日本旅客鉄道（株） 

八戸駅 駅長 

TEL：0178-27-2318 

FAX：0178-27-6472 

八戸市大字尻内町字館田 2-2 

青い森鉄道（株） 

運輸部 運輸課 運輸課長 

TEL：017-752-0333 

FAX：017-781-3831 

青森市篠田 1 丁目 6-2 

国土交通省 

八戸国道出張所 所長 

TEL：0178-28-1613 

FAX：0178-29-3035 

八戸市下長 1 丁目 5-4 

青森県三八地域県民局 

地域整備部道路施設課 

管理担当 

TEL：0178-27-5153 

FAX：0178-27-5399 

八戸市大字尻内町字鴨田 7 

八戸市建設部 

道路維持課 管理グループ 

TEL：0178-43-9117 

FAX：0178-43-8630 

八戸市内丸 1 丁目 1-1 

青森県八戸警察署 
交通第二課 規制係 
TEL：0178-43-4141 

FAX：0178-43-4141 

八戸市城下 1 丁目 16-25 

八戸市タクシー協会

の加盟事業者 

バス 

車両 

バス 

車両 

タクシー 

車両 

鉄道 

車両 

鉄道 

車両 

災害発生 

・運行状況（運行路線、運休路線、

変更路線） 

・乗客、乗務員、職員の被害状況 

・建物（本社、営業所）の被害状況 

・車両の被害状況 

・燃料の見通し 

・都市政策課で把握しているバス 

や鉄道の情報 

八戸市災害対策本部 

もしくは 

八戸市防災安全部 

防災危機管理課 

防災対策グループ 

TEL：0178-43-2147 

FAX：0178-45-0099 

八戸市内丸 1 丁目 1-1 

・建物被害状況 

・人的被害状況 

・運行指示 

・乗客、乗務員の安否

情報 

・運行指示 

・運行状況（運行路線、運休路線、変更路線） 

・乗客、乗務員、職員の被害状況 

・建物（本社、営業所）の被害状況 

・車両の被害状況    ・燃料の見通し 

・都市政策課で把握しているバスや鉄道の情報 

・運行状況（運行路線、運休路線、変更路線） 

・乗客、乗務員、職員の被害状況 

・建物（本社、営業所）の被害状況 

・車両の被害状況    ・燃料の見通し 

・都市政策課で把握しているバスや鉄道の情報 

・乗客、乗務員、職員の被害状況 

・建物（本社、営業所）の被害状況 

・車両の被害状況    ・燃料の見通し 

・都市政策課で把握しているバスや鉄道の情報 

・建物被害状況 

・人的被害状況 

・運行指示 

・乗客、乗務員の安否

情報 

・運行指示 

・建物被害状況 

・人的被害状況 

・運行指示 

・乗客、乗務員の安否

情報 

・運行指示 

・建物被害状況 

・人的被害状況 

・乗客、乗務員の安否

情報 

・運行指示 

・乗客、乗務員、職員の被害状況 

・建物の被害状況    ・車両の被害状況 

・都市政策課で把握しているバスや鉄道の情報 

・運行状況（運行、運休、遅延等） 

・乗客、乗務員の安否

情報 

・乗客、乗務員の安否

情報 

・乗客、乗務員、職員の被害状況 

・建物の被害状況   ・車両の被害状況 

・都市政策課で把握しているバスや鉄道の情報 

・運行状況（運行、運休、遅延等） 

・各
事
業
者
か
ら
把
握
し
た
情
報
の
共
有 

・道路の被災状況（通行止め道路、通行止め道路

の復旧の見通し） 

・道路の被災状況（通行止め道路、通行止め道路

の復旧の見通し） 

・道路の被災状況（通行止め道路、通行止め道路

の復旧の見通し） 

・信号機の停止状況     ・交通状況 

 
：連絡内容 

 
：関係機関 

八戸市建設部 

道路建設課 

管理グループ 

TEL：0178-43-9113 

FAX：0178-43-8630 

八戸市内丸 1 丁目 1-1 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・平常時の通信・連絡手段が使用できない状況の中で、防災無線や携帯電話が役に立った。 
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 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・道路の被災状況は現地確認が主となっているが、早急な情報収集の必要性が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【連携対応事例】 

●工夫のポイント 

・被災後の地域住民への公共交通の情報提供手段として臨時の広報誌を活用している。 

・また、別の事例では、路線バス、高速バス、新幹線、飛行機等の情報を一元化して提供している。 
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